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 令和 8 年 6 月 5 日 

利用団体各位 

独立行政法人国立青少年教育振興機構 

国立淡路青少年交流の家 

所長 西岡 敬三 

 

当所活動プログラム「カッター研修」にかかる運用の変更について（通知） 

 

 日頃より、当交流の家をご利用いただき、誠にありがとうございます。 

 昨今の気象変化や水難事故を踏まえ、当所では利用者の皆様の安全を最優先に考え、活動プログラム「カッ

ター研修」の運用の変更等を行いますので、お知らせいたします。 

 関係のみなさまにはご不便をおかけする場合もございますが、引き続き当所「カッター研修」の安全な運営

にご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 

 

1． 適用開始日 

 令和 9 年 4 月 1 日 

2． 変更内容 

項目 変更前 変更後 

研修費用 15,000 円／艇 （調整中） 

研修実施 

最大艇数 

小学生 4 艇（96 名） 

中学生 6 艇（144 名） 

高校生 8 艇（192 名） 

大学生・一般 8 艇（192 名） 

小学生 4 艇（96 名） 

中学生 4 艇（96 名） 

高校生 4 艇（96 名） 

大学生・一般 4 艇（96 名） 

艇長 

（舵操作 

及び通信係） 

【小学生・中学生】 

・利用団体指導者は 1 艇あたり 2 名以上の

乗艇を原則とする。 

 

 

・基本的に艇長は利用団体指導者が担うが、

安全確保のため当所指導者が乗船する場合が

ある。 

 

・利用団体指導者を 2 名以上／艇確保でき

ない場合、当所指導者が乗艇できる場合のみ

1 名のみの艇が生じても許可をする。 

 

・団体指導者は安全に関する事前の研修を受

講すること。また、内容について担当者と事

前の協議が必要。） 

 

 

 

【小学生・中学生】 

・利用団体指導者は 1 艇あたり 2 名以上の

乗艇を原則とする。人数によっては、交流の

家の判断により実施不可とする場合がある。 

 

・基本的に艇長は利用団体指導者が担うが、

安全確保のため当所指導者が乗船する場合が

ある。 

 

・利用団体指導者を 2 名以上／艇確保でき

ない場合、当所指導者が乗艇できる場合のみ

1 名のみの艇が生じても許可をする。 

 

・団体指導者は安全に関する事前の研修を受

講すること。また、必ず実施日当日の事前打

合せ（指導者レクチャー）に参加すること。 
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【高校生・大学生・一般】 

・利用団体指導者は 1 艇あたり 1 名以上乗

艇すること。 

 

・基本的に艇長は利用団体指導者が担うが、

安全確保のため当所指導者が乗船する場合が

ある。 

 

・団体指導者は安全に関する事前の研修を受

講すること。また、内容について担当者と事

前の協議が必要。） 

【高校生・大学生・一般】 

・利用団体指導者は 1 艇あたり 1 名以上乗

艇すること。 

 

・基本的に艇長は利用団体指導者が担うが、

安全確保のため当所指導者が乗船する場合が

ある。 

 

・団体指導者は安全に関する事前の研修を受

講すること。また、必ず実施日当日の事前打

合せ（指導者レクチャー）に参加すること。 

研修中止

基準 

・平均風速 

 小学生・中学生 5 m/s 以上 

 高校生・大学生・一般 6 m/s 以上 

・暑さ指数（WBGT）31 ℃以上 

・白波が見える場合 

・大雨、洪水、暴風、波浪、高潮警報が発令

している 

・強風、波浪注意報が発令している 

・雷鳴が聞こえる 

・雨天時は原則中止 

・平均風速 

 小学生・中学生 5 m/s 以上 

 高校生・大学生・一般 6 m/s 以上 

・暑さ指数（WBGT）31 ℃以上 

・白波が見える場合 

・大雨、洪水、暴風、波浪、高潮、津波警報

が発令している 

・強風、波浪、津波注意報が発令している 

・雷鳴が聞こえる 

・雨天時は原則中止 

 

その他、交流の家の判断により中止とする場

合がある。 

 

以上 

【本件照会先】 

国立淡路青少年交流の家 担当：企画指導専門職 

〒656-0543 兵庫県南あわじ市阿万塩屋町 757-39 

TEL：0799-55-2696 MAIL：awaji-senmon@niye.go.jp 


